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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２５年１２月６日（金）午前１０時１分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　０時３分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 嶋野浩一朗 副委員長 大澤千恵子 委　　員 東　久美子

委　　員 南 野 直 司  委　　員 安 藤 　 薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　箸尾谷知也

教育総務部長　山本和憲　　子育て支援課長　木下伸記

次世代育成部長　登阪　弘同部次長　若狭孝太郎　こども教育課長　小林寿弘　　

生涯学習部長　宮部善隆　　文化スポーツ課長　日垣智之　

文化スポーツ課長代理　飯野祐介

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局書記　長澤佳子

１．審査案件(審査順）

議案第６０号　平成２５年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分

　議案第６６号　指定管理者指定の件（摂津市青少年運動広場ほか６施設）

　議案第６７号　指定管理者指定の件（摂津市立温水プール）

　議案第６８号　指定管理者指定の件（摂津市立第１児童センター）

　議案第８７号　摂津市立テニスコート条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時１分　開会）

○嶋野浩一朗委員長　おはようございま

す。ただいまから、文教常任委員会を開

会いたします。

　理事者から、挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本会議に引き続きまして、本日は、文

教常任委員会をお持ちいただきまして、

大変ありがとうございます。

　本日は、過日の本会議で当委員会に付

託されました案件についてご審査を賜り

ますけれども、何とぞ慎重審査の上、ご

可決賜りますよう、よろしくお願いいた

します。

　一旦、退席させていただきます。

○嶋野浩一朗委員長　挨拶が終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名議員は、大澤委

員を指名いたします。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野浩一朗委員長　異議なしと認め、

そのように決定いたします。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　議案第６０号所管分の審査を行います。

本件につきましては、補足説明を省略し

て質疑に入ります。

　それでは、質疑のある方、挙手にて。

　東委員。

○東久美子委員　補正予算書の３９ペー

ジの設計委託料について説明をお願いい

たします。

○嶋野浩一朗委員長　木下子育て支援課

長。

○木下子育て支援課長　そうしましたら、

私のほうからご答弁申し上げます。

　設計委託料の内容ということでござい

ますけれども、今年度、千里丘小学校に

おきまして、学童保育室の建築を当初予

算にて計上させていただいております。

　この事業を進めるに当たりまして、大

阪府の建築確認の担当部署と協議を行う

中で、学校校舎部分におきまして、基準

に適合しない箇所があるため、対応が必

要であるとの助言をいただきました。至

急に改修の計画を作成し、大阪府に示す

必要があることから、その設計に係る経

費として補正をお願いするものでござい

ます。よろしくお願いします。

○嶋野浩一朗委員長　東委員。

○東久美子委員　府からの指摘なんです

けれども、その時期、説明されていたか

もしれませんが、それから今後の工期に

ついてお聞かせください。

○嶋野浩一朗委員長　木下子育て支援課

長。

○木下子育て支援課長　今回、指摘がご

ざいました件でございますけれども、大

阪府とは継続的に協議をしておりまして、

今年度、建築確認の協議をしていく中で

判明してきたものでございます。

　大阪府との協議では、工事を実施する

学童保育室部分だけではなく、小学校全

体が建築確認の協議の対象になるとの見

解であり、この協議を行ってきた中で、

このたび改修の必要な箇所が判明し、今

回の補正予算をお願いするということに

なったものでございます。

　今後の見込みということでございます

けれども、今年度中に学童保育室の建築

を完了させたいということで考えており

まして、１２月の中旬ぐらいには、大阪

府から現地の確認に来ていただけるとい

うことになっておりまして、手続を行う
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中で、１月の末ぐらいに建築確認の検査

済み書の交付を受け、２月に工事の施工

を始めまして、３月に完成、下旬には工

事検査を受けて、４月から児童が使える

形にできるように、各方面と調整に努め

ていきたいというふうに考えております。

○嶋野浩一朗委員長　よろしいですか。

　東委員。

○東久美子委員　具体的な、５月やった

ら５月から協議とかいうふうな形で、ど

れくらいの期間、長さですけども、かかっ

たのかということで、お答えいただけま

すか。

○嶋野浩一朗委員長　木下子育て支援課

長、府と協議をされる中で、当初は学童

保育室だけの改修ということでお話しさ

れてきたと思うんです。それを府と協議

をされる中で、エリアが広がっていった

という経緯があると思うんですけれど、

それは大体、いつごろかというのはわか

りますか。そこら辺、ちょっとわかる範

囲でお答えいただいたらと思いますけれ

ども。

　木下子育て支援課長。

○木下子育て支援課長　昨年度３月以降

から継続して協議を続けてきておりまし

て、大阪府から最終的に学校部分を含め

てということで話を受けたのが９月末、

１０月といった時期で話を受けたもので

ございます。その後、大阪府とも話を継

続して、続けてきておりましたけれども、

最終的にこういった形で補正を組ませて

いただいて、改修の計画を示しなさいと

いうことでお話がございましたのが先月、

１１月に入って、最終的にそういったお

話になったということで、今回の補正予

算の計上という流れできたものでござい

ます。

○嶋野浩一朗委員長　東委員。

○東久美子委員　今のご説明で、かなり

長い期間、協議があったということがわ

かりました。

　初めは学童そのものの施設、建物の建

て替えだったのが、学校全体の建築基準

にかかわっての見直し等が必要というこ

とで、この時期にきたということはわか

りました。

　今後、また、摂津市内の学校のいろい

ろな部分の不都合が出たときに、このよ

うな例にならないように、学校全体の建

築基準とか、そのものから検討というん

ですか、繰り返さないようにというんで

すか、こういうふうに長い期間にならな

いように、また、府のほうとの協議を丁

寧にというんですか、府との協議のこと

ですからよろしくお願いします。

　今、私のほうが一番、心配しておりま

したのは、子どもたちが実際に４月から

使えるのかどうかというところは非常に

心配していましたが、今の説明で、子ど

もたちは４月から使えるということでよ

ろしいんですね。その確認をお願いいた

します。

○嶋野浩一朗委員長　木下子育て支援課

長。

○木下子育て支援課長　先ほどもご答弁

申し上げましたけれども、３月中に完成

できるように各方面と調整をし、大阪府

とも協議を進めて、４月から使えるよう

な形で努めてまいりたいと思っておりま

す。

○嶋野浩一朗委員長　よろしいですか。

○東久美子委員　はい。

○嶋野浩一朗委員長　ほかにございます

か。

　安藤委員。

○安藤薫委員　今、ご説明をいただいて、

概要はわかったんですけども、千里丘小

学校の学童保育が２教室あって、これま

で校舎内の空き教室と、それから、校舎
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の外のプレハブ、２つに分かれていた。

非常に子どもの安全の面においても、そ

れから、連絡ですとか、指導員同士のコ

ミュニケーションを図るという点でも非

常に不都合があるということで、１つに、

１か所にまとめていこうということで、

学童保育室が平成２４年度に実施設計さ

れて、平成２５年度の当初予算には、新

築工事の予算まで組まれていたというこ

とであります。

　今回、いろいろな協議の中で、予測し

ていなかった事案が出てきたということ

での増額補正ということでありますが、

今回の増額補正でそういった学校のどこ

をどのように直していかなければいけな

いのか、その点はどうなのか、ちょっと

お聞かせいただきたいと思います。

　といいますのも、今後、学童保育室を

含めて学校施設の改修であるとか、それ

から、中学校給食が今後、今、検討中で

ありますけども、配膳室等の改修等があ

ると思うんです。そのときに、また、同

じように実施設計を、中学校給食の場合

は今年度、実施設計をして、来年度の工

事予算ということでありますが、それが

また新たに協議の間に必要なものが出て

きたということで工事がおくれると、ま

たは、増額補正が必要になるということ

になるということも考えなければいけな

いんですが、なってはいけないんではな

いかと思いますので、そういった観点か

らちょっとお聞かせいただきたいと思い

ます。

　それから、現状、工事が始まっていく

見込みで、今年度、予定されていたと思

いますが、今の千里丘小学校の学童は、

どこで今、保育が実施されているのか。

今、現状の校舎とプレハブに分かれてい

るのか、もしくは、また別の施設で学童

保育が実施されているのか。それから、

工事の期間中についてもどうなのか。そ

の点について、２点、お聞かせいただき

たいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　木下子育て支援課

長。

○木下子育て支援課長　それでは、まず、

１点目のご質問でございますけれども、

今回、改修が必要になってくるのは、学

校の校舎でございますが、指摘を受けた

部分といたしましては、廊下の幅が現行

の基準を満たしていないというものでご

ざいます。建築当時は検査済証も取得し

ておりましてけれども、厳格化が進む中

で不適格になっているというものでござ

います。

　どのような改修方法にするかというの

は、現在、大阪府とも協議をしておりま

して、設計を行う中で、最終的にそのク

リアする方法については詰めてまいりた

いというふうに考えております。

　また、２点目の現在の学童保育の実施

場所ということでございますけれども、

もともと実施しておりましたプレハブ以

外の教室のほうも１か所使っております

のと、その同じ棟で２階、３階と２教室

を使って実施しておりまして、工事期間

中につきましても、学校のほうとお話を

させてもらう中で、そのまま使わせてい

ただき、学童保育室が完成後、引越しを

するという形で考えております。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　校舎ができた当初につい

ては適合の建物であったけれども、この

間の建築基準法等の改正や、細かな充実

の改正によって、現状での基準には適合

していないということから出てきた問題

だということで、具体的には、廊下の幅

を広げるということなどが今回、求めら

れているということだと思います。

　私、疑問に思うのは、やはり学校施設
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を管理しておられるわけですから、従来

の基準と、今後、新しい増築や新築をや

る際に、全体の学校施設の基準がかかわっ

てくるということがなぜ、わからなかっ

たのかと。それをある程度、見越した上

で、当初からやはりきちんと大阪府との

協議に臨むことが本来、あるべき姿では

ないかなというふうに思うわけです。

　今回が初めてのケースかといえば、い

ろいろな事情もありますし、施設の違い

もあるかもしれませんが、この間、例え

ば、先の議会でもありましたけども、ス

ポーツセンターの用途がえの問題でも、

当初予算を組んだ後の増額補正であると

か、変更であったりということが起きま

した。

　また、ちょっとさかのぼりますけども、

学校の統廃合後に、今の味舌小学校の校

舎の増築をやる際でも、スタートはした

けれども、建築基準法の日影規制等にあっ

て大きく見直しが行われたということも

あります。制度上の問題ということで、

やむを得ないものはあるかもしれません

が、予測ができないというものではない

というふうに思うんですけども、その点

については、建築課との打ち合わせとい

いますか、専門的な知見を、アドバイス

等を受けて進めるべきではなかったかと

思いますが、その点のお考えについてちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。

　それから、現状は、学校の空き教室等

を使っておられるということです。もう

一つの使っていないプレハブということ

もおっしゃったかと思うんですけど。当

初の予定していた工事の工期と、今後、

３月末までには何とか完成させたいとい

うようなお話でありましたけども、学校

側のほうもいろいろ少人数学級であると

か、いろいろな取り組みで学校の施設が

必要だということもあるんではないかな

というふうに想像するわけですけども、

工事の間の従来の１室から２室を使われ

るように拡大されていくということが、

学校との関係でいくとどうなんだろうか。

学校施設としてはどうなんでしょうか。

完全にあいているから、これは別に使っ

ていただいても構わないものなのか、こ

れはかなり融通といいますか、子どもの

ことですから、学校としても協力をする

というようなことでやっておられること

なのか。施設面についてちょっとお聞か

せいただきたいなというふうに思います。

○嶋野浩一朗委員長　木下子育て支援課

長。

○木下子育て支援課長　それでは、ご答

弁申し上げます。

　まず、１点目ですけれども、確かに、

安藤委員ご説明のとおり、工事を行うに

当たって、現行の基準をしっかり理解し

た上で手続を進めるべきであるというこ

とで、その件につきましては、教育委員

会として十分な認識ができていなかった

ということにつきましては、今後の反省

材料であるというふうに考えております。

　また、庁内の担当の専門職がいる部署

と十分に連携がとれていなかったという

ことにつきましても、やはり今後、反省

をすべき点であるというふうに認識して

おります。

　学校での教室の利用についてでござい

ますけれども、現在、必要最小限で我慢

していただける教室について、無理をお

願いいたしておりまして、その１教室分

の、学童保育室の教室をあけていただい

ているという現状でございます。

　学校とお話しする中で、理解をいただ

いて、３月末までは現行の学童保育室を

利用してもいたし方ないということでお

話をいただいておりまして、早急に学童

保育室の建築を進めて、学校施設に支障
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を来さないように努めてまいりたいと思っ

ております。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　新たな基準に基づいて廊

下の幅を広げることなど、いったら、子

どもたちの日々に暮らしの場でもありま

すから、安全面でいえば、前進するとい

う点においては、これはやらなければな

らないことはやらなければならないとい

うふうに思います。

　ただ、今後、今までの経過と、それか

ら、今後についても、より専門的な知見

を集めていただいて、もちろん、そのと

き、そのときの事情もあって、増額補正

が必要な場合というのも出てくるかとは

思いますが、極力、こういう技術的な問

題については、きちんとした精査と、専

門家の情報、大阪府との日常的な協議の

中で、一定予測可能なものだというふう

にちょっと思うわけです。その点につい

ては、なお、今後、多くの施設を管理し

ている所管としては研究を重ねていただ

いて、できるだけ途中で予定が変更にな

るようなことがないようにしていただき

たいということを要望しておきたいとい

うふうに思います。

　それから、施設面については、学校の

ほうにも無理を言って協力していただい

ていると。同じ子どものことで、それは

もう協力していただけるものだというふ

うに思うわけですが、学校教育の運営上

の問題もしかり、それから、子どもたち

の安全とか、生活の場であるということ

から考えても、やはり１日も早く学童保

育室の工事が完成して、運用ができるよ

うに努力していただきたいと思います。

　先般、新聞報道でも、文部科学省が学

童保育室の基準、４０名定員というよう

なことで、施設の充実のための検討をさ

れているという報道がされていました。

今後、摂津市の学童保育室の改善や充実

についても、こうした方針というのは、

私は歓迎すべきことだと思いますが、こ

こにもまた建築の問題、それから予算の

問題というのがかかわってくるかと思い

ますので、前向きな論議をしていただき

ながら、より精査して、より増額がない

ように、変更がないように進めていただ

くことを要望しておきたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　よろしいでしょう

か。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時２３分　休憩）

（午前１０時２４分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　議案第６６号、議案第６７号及び議案

第６８号の審査を行います。

　本３件につきましては、補足説明を省

略し、質疑に入ります。

　質疑のある方、おられますか。

　安藤委員。

○安藤薫委員　それでは、指定管理者指

定の件、３件の議案について一括と、そ

れから、一つ一つ、個別の問題について

はお聞きしていきたいと思います。

　指定管理者制度が始まって、今回、指

定管理者のあり方についての検討会が開

かれて、第２次指針が策定されて、改め

て公募、非公募、それから、民間の会社

にも指定管理者を募集していくという、

新たな方針のもとで、今回、候補者の選

定を行っていただいた上で決定するとい

うことでのご提案だと思います。

　先日の本会議で野口議員が質問いたし

ましたが、この間、私も公募による指定

管理者で、民間事業者が公の施設を指定

管理者として管理をしていくという点に

おいては、文教常任委員会において、既

に図書館で実施されてきましたので、指
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定管理者制度の問題については、何度も

ここで議論させていただいてきたと思い

ます。経費削減のみを観点にした指定管

理者制度はよくないと。市民サービスの

向上に資するものであるということ。そ

れから、指定管理者制度がスタートした

当初は、指定を受けた企業が放り出して

しまったりとか、または、不適格であっ

たりということで、指定管理者制度その

ものが大きく混乱があったこと。料金の

みで安いところを選んだことによって、

結果、市民サービスへの停滞を招いたと

いうような事案が全国で発生したことか

ら、総務省がこの指定管理者制度の運用

について見直しの通達や通知等を出され

てきました。２００８年には、総務省の

行政局長通知だったかと思いますけども、

指定管理者の運用についてということで、

３項目ほど出されましたし、２０１０年

１２月には、改めて留意事項であるとか、

チェックをしなければいけない点がある

ということで、全国に通知を出されてき

た経過があります。

　こうした総務省等の通知を受けて、第

２次指針がつくられましたが、私はその

中で特に、公の施設を第三者に指定をお

願いしていくという中で、大事なことは、

やはり誰から見てもその選定が、もしく

は、評価が適正である、公正で透明性が

図られている、客観性から見ても大きな

問題がないと言われるような体制を、シ

ステムをつくっていくことだというふう

に申し上げてまいりました。

　選定においての専門性の見地をどのよ

うに入れていくのか。それから、情報公

開、説明責任、客観性という問題が問わ

れてきていると思いますが、そういう観

点から、今回の指定管理者選定の過程は

どうだったのかについてお聞きしていき

たいと思います。

　今回、文教常任委員会所管の３案件は、

いずれも公募によるということでありま

すので、選定委員会の選定も大きな議論

に係るべきものではないかなというふう

に思っています。

　それでは、最初にスポーツ広場等、体

育施設について、指定管理について具体

的にお聞きしていきたいと思います。

　１つは、プレゼンテーションが９月２

０日に行われました。応募したのは、今

回、候補者になって、提案されている摂

津市シルバー人材センターのみというこ

とでありました。本来、公募にかけると

いうことは、複数者の実施計画等を受け

て、その中から適正に選んでいくという

ことが公募の大きな趣旨の一つ一つであ

るということですが、１者のみであった

と。この１者のみであった場合、選定は

どうするのかというと、やはり、審査項

目、応募要項の中にありますつ１つの審

査項目についてチェックをして、基準を

満たしているのかどうか、その上で適切

かどうかということを判断していくんだ

というふうに報告書の中にも書かれてい

ますが、まずは、そのプレゼンテーショ

ンが行われた９月２０日、どういった方

がこのプレゼンテーションに、審査に参

加されているのか。私は、選定委員が主

な対象者だと思いますが、その出席者は

どなたか。

　それから、プレゼンテーションが終わっ

た後の審査、プレゼンテーションの日に

決定するということは私はないと思いま

すので、こういったプレゼンテーション

を受けて、１者のみだったけども、ここ

についてどうなのか、一つ一つ項目につ

いてチェックをするのはいつやられて、

どのメンバーでやられたのかについてお

聞かせいただきたいというふうに思いま

す。
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　それから、青少年運動広場、体育施設、

ちょっとこの点、最初に聞かせてくださ

い。

　それから、温水プールについてですが、

温水プールについても、プレゼンの日付

は１０月４日だと、報告書のほうにも報

告をいただいておりますが、では、今度

は、温水プールについては、今回の候補

者であります摂津市水泳連盟のほかにも

う１団体、２団体が応募されてきた。中

で評価点を出して、高い点数のところを

検討を重ねることによって、候補者にさ

れたということでありますが、その評点

をつけた日付、参加者は６名ということ

であります、６人で採点をされています

が、その参加者はどうであったのかお聞

かせいただきたいと思います。

　次が第１児童センターについてであり

ます。

　こちらも公募で３つの団体が応募され

ました。従来から指定管理者として運用

されてこられた摂津市社会福祉事業団が

今回、採点も一番、高い点数をとって、

今回の候補者として、指定管理者の指定

の団体として提案されているわけであり

ますが、この福祉事業団を選定する選定

評価をされた方の人数が４人だと。選定

委員のメンバーは６人でありますが、４

人で実施されていたということで、その

点は、その評価は、これも同じですけど、

いつ、どこで行われたのか、欠席者はど

なただったのか。それから、プレゼンに

ついても同じように欠席をされていたの

か。ちょっとその点について最初にお聞

かせをいただきたいというふうに思いま

す。

○嶋野浩一朗委員長　日垣文化スポーツ

課長。

○日垣文化スポーツ課長　まず、体育施

設にかかわりますご質問でございますが、

９月２０日に選定委員会でプレゼンテー

ションが行われました。

　選定委員会の選定委員でございますけ

ども、外部委員が２名と、内部の委員が

３名、計５名の出席でございます。

　続きまして、温水プールでございます

が、プレゼンテーションは１０月４日に

実施されております。参加者でございま

すけども、委員長と外部委員が２名、内

部委員が３名でございます。

○嶋野浩一朗委員長　第１児童センター

につきまして、小林こども教育課長。

○小林こども教育課長　第１児童センター

につきましては、３団体の応募がござい

ました。９月２４日にプレゼンテーショ

ンを行いまして、そのときの選定委員の

メンバーでございますけれども、外部委

員の方が１名、内部委員の方が３名の出

席の合計４名により審査を行いました。

　事前には書類を各委員にはお渡しして

おりますので、その書類とプレゼンテー

ションの内容を含めて、その時点で点数

をつけていただいて、指定管理者の候補

者を選定していただいたところでござい

ます。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員が聞かれ

ておられるのは、プレゼンテーションの

日に何名の方が出席されておられて、具

体的には、その後日になると思いますけ

れども、審査のときには皆さん、出席さ

れていたのかということについても聞か

れておられますので、そこら辺も改めて

ご答弁いただきたいと思いますけれども。

　それでは、体育施設と温水プールの件

につきまして、そのあたり、日垣文化ス

ポーツ課長、お願いできますか。

○日垣文化スポーツ課長　審査の出席者

数でございますが、体育施設につきまし

ては５名出席いただいておりまして、温

水プールにつきましては６名出席いただ
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いております。

○嶋野浩一朗委員長　それと、体育施設

のことにつきましては１社のみの応札と

いうことで、それぞれのチェック項目に

ういての可否についても議論されたと思

いますけれども、そのあたりについても

ご答弁いただけますか。

○日垣文化スポーツ課長　選定委員会の

ほうでございますけども、体育施設でご

ざいますが、１者では相対評価ができな

いという形で、比較ができませんので、

個別の各審査項目につきまして、その団

体に管理運営を任せることができるかど

うかをプレゼンテーションで総合的に勘

案して、候補者としての適否を判断され

ておりまして、具体的には、４つの項目

をもとに判断されています。

　まず、１点目に、指定管理者の適正に

ついてでございますが、当法人は指定管

理者として公の施設での運営実績があり、

施設の設置目的や指定管理者の役割を十

分、認識されており、プレゼンテーショ

ンでもその熱意、意欲が感じられ、指定

管理者の適性を満たしているとの評価を

いただいております。

　２点目といたしまして、摂津市立体育

施設の管理運営体制についてでございま

すが、現場の施設運営につきましては、

当法人の会員がスタッフとして従事され

てきた実績があり、また、今回の体育施

設の指定管理を行うために、スタッフの

スキルアップや接遇の研修を実施される

などの提案もあり、指定管理者をしっか

り行っていただける体制であるとの評価

でございました。

　３点目といたしまして、地域利用者対

応についてでございますが、スタッフと

して従事する同法人の会員には、市内在

住者であることや、事業計画書では、仮

に会員以外の職員を採用する必要が生じ

た場合であっても、市内在住者を優先採

用することとされており、地元雇用につ

いても十分、配慮がなされているという

ことと、また、利用者や地域住民への対

応につきまして、同法人として、専門職

員を充てて対応されるということと、さ

らに、地域の幅広い年代の方が楽しめる

スポーツプログラムを検討されるとの提

案もあり、地域住民、利用者への柔軟な

対応と利用者サービスの向上が図られる

のではないかとの評価でございました。

　４点目といたしまして、管理運営計画

の効率についてでございますが、提案い

ただいた、指定管理料の額も限度額を下

回っており、経費節減の工夫が事業計画

書や収支計画書からもうかがえ、効率的

な運営が見込まれるとの評価でございま

した。

　以上のことを、期待も含めまして、総

合的に斟酌いたし、選定委員会として同

法人が指定管理者として適正であるとの

判断に至ったものでございます。

○嶋野浩一朗委員長　ありがとうござい

ます。

　それでは、小林こども教育課長。

○小林こども教育課長　第１児童センター

の選定委員６名のうち、出席者につきま

しては、先ほど申しました、外部委員の

方１名、内部委員の方３名でございまし

た。欠席者につきましては、外部委員１

名、内部委員１名でございます。この外

部委員の方につきましては、応募された

団体の監事をされているといったことで、

当日は選定から外れていただいておりま

す。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　ちょっと選定委員の出席

状況とか、いつやられたのかということ

をお聞きしたのは、やはり選定委員会と

いうのは公平で公正な指定管理者を選ぶ
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ために組織されていると。条例に基づい

て、選定委員会設置要綱を設けられてつ

くられております。副市長を委員長とし

て、市長公室長、それから、総務部長、

それから、所管の部長、それから、外部

の識見を有する方２名ということで、６

名であります。６名の方々がそれぞれ応

募されてきた団体のプレゼンを聞いて、

適正に判断をしていくと。そのための資

料として報告書を配られたと思うんです

けども、一つは、第１児童センターなん

かですと、一つの問題として、審査をす

る６名の中で２人も欠席をして審査した

ことが、果たして、本当に適正な審査だっ

たと言えるのかという疑問が出てくるわ

けです。第１児童センターの審査につい

ては、本会議でも答弁がありましたよう

に、候補団体の監事をやっておられる方

が選定にかかわるというのはよくないと

いうことで、選定にはかかわっていない

というようなことであったと思いますが、

もう一人、内部委員の方が欠席されてい

るということについてはどうなのか。こ

れは今回の指定管理者指定について、公

募の案件はかなり多くありますが、かな

りの施設の選定において、内部委員も欠

席されているケースが目立っています。

そうした状況のもとで点数がつけられて、

上位の団体が選ばれていっているわけで、

少数で審査する委員会で２人も欠席して

選ばれた点数、しかも第２位との差が非

常に少ない、十数点の差しかない場合は、

６名全員でさまざまな角度から検討した

上で、ひょっとすると、場合によっては、

その評価、点数の上位が入れかわる可能

性もないとは言えない問題だと思うんで

す。適正、公正、透明性という点で言う

と、そういった疑問に対して、やっぱり

きちんと答えていく必要が所管の課には

あると思うんです。

　指定管理者選定委員会のほかに、所管

の部の中に検討幹事会というのを設ける

ということになっているかと思いますの

で、選定委員の選定においての基準であ

るとか、庶務とか、さまざまな問題につ

いては所管の部でも当然、把握をしてい

てしかるべきだというふうに思うわけで

すけども、こうした今の現状、きのうの

議論を聞いていますと、委員長が欠席さ

れているということでありました、民生

常任委員会のご答弁の中には、指定管理

者選定委員会の委員長が欠席をされてい

たということでありますが、今回、委員

長が欠席して、指定管理者選定委員会が

開かれるのかということも非常にちょっ

と疑問を持つわけですけども、その点、

この今回の文教常任委員会所管の選定に

ついて、内部委員の方の欠席者というの

はどういう方がされているのか。また、

その点についてどのように所管としてお

考えになっておられるのかについてはお

聞かせさせていただきたいと。

　それから、もう一つは、やはり公募で

複数団体で評価をしていくという点から

いうと、残念ながら１者しか応募がなかっ

た体育施設ですね。体育施設、それでも

１者でも一つ一つの項目について適切か

どうかということを判断するという点で

は、選定委員がきちんと集まって審査を

する場が私は必要ではないかなというふ

うに思っているわけですが、今、ちょっ

とお聞きしたところですと、プレゼンテー

ションの場で判断をされたんですか。そ

の点、もう少し細かく、１者のみの応募

での評価について、適正に、１者であっ

てもやっぱりきちんと判断しなければい

けませんし、場合によっては、選ばれる

ところがないということもあり得るとい

うことは、応募の中できちんとお知らせ

をされているわけですので、その点につ
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いてちょっとお聞かせいただきたいと思

います。

　細かくちょっと触れると、体育施設は

評価点がないわけですから、総体的な点

数だと言われてしまえばそれまでですけ

ども、しかし、客観的な数字としては、

これは大きな選定の材料ですので、それ

は１者だけだから出ないと。それなら、

それぞれの項目についてきちんと精査を

していく場があってしかるべきだと思い

ますが、その場が持たれていたのかどう

か、ちょっとお聞かせいただきたいなと

いうふうに思います。

　あわせて、これは選定委員会の設置要

綱の中にありますが、委員の欠格事項と

いうのが第何条かにあったかと思います。

その欠格事項というのは、ご承知のとお

り、その候補となる団体の無限責任社員、

取締役、執行役、監査役、または、これ

に準ずべき者、及び、支配人の地位にあ

る者は委員になることはできないという

ふうに定められております。今回の選定

委員の中には、候補の監事をやっておら

れる方がいらっしゃるというお話であり

ました。この方は評点をつける場には参

加されなかったけども、選定をする過程、

基準の議論であるとか、プレゼンテーショ

ンへの参加であるとか、それから、最終、

選定委員会として、候補者を決定する場

においてはどのようになっておられたの

か。その点でいうと、その選定委員会そ

のものが問われてくるのではないかと思

いますけども、出席されていた所管の部

長はどうだったのかちょっとお聞かせい

ただけたらなというふうに思います。

　選定委員会のことにちょっと集中して

いるんですけども、ちょっと最初、そう

いった議論だけさせてください。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁を

お願いいたします。

　日垣文化スポーツ課長。

○日垣文化スポーツ課長　まず、体育施

設の選定委員会での出席者でございます

けども、５名でございまして、欠席者１

名ございまして、こちらのほうも委員長

が欠席されておられます。

　温水プールのほうは全員出席されてお

ります。

　あと、選定の審査でございますけども、

プレゼンテーション終了後に選定委員の

みの場で協議されておられます。

○嶋野浩一朗委員長　小林こども教育課

長。

○小林こども教育課長　第１児童センター

の選定委員会におきましても、内部委員

の欠席者については副市長、委員長でご

ざいました。外部委員の方１名も欠席で

ございますので、４名の審査となりまし

た。当日は委員長が欠席ということでは

ございましたけれども、選定委員会の設

置要綱の中で、委員長にかわるものが職

務を代理をするという規定もございまし

て、公室長のほうで選定委員会を運営し

ていただきまして、プレゼンテーション、

そして、その後の審査についても４名の

方で実施していただいたところでござい

ます。

　あと、欠格事項にございます候補者の

団体となる監事の方につきましては、選

定にあたり、プレゼンテーション、最終

の審査、得点をつける、こういったとこ

ろにはかかわっていただいておりません。

○嶋野浩一朗委員長　部長というお話で

したけど、今、小林こども教育課長から

お話をいただいたところで答弁は出てい

るかなと思いますけど、それでよろしい

ですか。

　安藤委員。

○安藤薫委員　この間、指定管理者の問

題については、教育委員会が先行して、
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公募団体を図書館の指定管理者として選

んできた経過がありますから、やはり図

書館の選定においても選定委員会６名全

員参加のもとで評点を行うと。４項目、

何項目かの大きな項目の点数配分、それ

から、その下にある細かい配点も出され

てやられたと。私どもは民間委託、指定

管理者についてはその当時、反対の立場

でいろいろな質問をしてまいりましたけ

ども、そういった手続を踏んでこられた

というふうに思うわけです。指定管理者

がスタートした後も、摂津市民図書館等

協議会の方であるとか、それから、利用

者のアンケートをとられ、庁内のセルフ

モニタリングを行われて、ホームページ

上で、評価点の公表までしてこられてい

るという点については、中身云々は別と

して、手続的には私はしっかりやってお

られるのではないかなというふうに思っ

ているわけです。

　それが、今回、多くの公の施設で、第

２次指針を出すためのあり方検討委員会

も長いこと時間をかけて行ってきて、外

郭団体のあり方についてもかなり議論を

されてきた。いろいろな矛盾もありなが

らも、こういう方針でいこうということ

でスタートして、いよいよじゃあ、選定

の段階になったときに、選定委員会その

ものが、委員長が欠席のときに、もちろ

んいろいろな事情がありますから、委員

長が欠席のときも場合によってはあるか

もしれませんから、代行で、委員長代行

をやるという場が時と場合によってはあ

るかもしれませんが、多くの選定の場に

委員長が参加されないような委員会で、

しかもプレゼンテーションが終わった後、

残った委員だけでやっていくということ

について、これは、例えば、市民的に見

ても、もう最初から結果は決まっていた

んじゃないか、これはうがった見方かも

しれませんが。透明性の担保であるとか、

客観性という立場からいうと、疑問が出

ても僕はしようがないのではないかなと

いうふうに思うんです。

　もちろん、選定委員会の所管は政策推

進課なのかもしれませんが、検討幹事会

であるとか、所管の部署が責任を持って、

今後、その施設の指定管理者との協議を

行って、監督責任を持っているというこ

とでありますから、選定は非常に大事で

すし、今後のモニタリングにおいても非

常に重要な資料になっていくものをつくっ

ていく作業ですから、選定委員会そのも

のの権威そのものが、これでは非常にな

いんじゃないかというふうに思うわけで

すけど、その点、どうお考えでしょうか。

選定にかかわった方にちょっとお聞かせ

いただきたいなと思います。ちょっと選

定委員会について、その点をお聞かせい

ただきたいのと、あとは、その選定の評

点についてもちょっと聞いておきたいと

思います。

　いろいろな項目が設けられて、評価点

があって、配分があると。これはもうそ

れぞれ何を重視するかということで、配

点が決められているかと思いますが、私

は、一つは体育施設については、災害時

の避難場所にもなります。そういう施設

であるということから、災害時の体制や、

危機管理体制について、今回、１者だけ

でしたので、その点はどのようにチェッ

クされて、どうなのかということをちょっ

と聞いておきたいというふうに思います。

　それから、セルフモニタリング、それ

から、外部利用者の意見の集約、苦情処

理、外部の第三者機関のモニタリング、

それから、市庁内のモニタリングの体制

なんかも、これはちょっと全ての施設に

ついてお聞きしたいんですから、お聞か

せをいただきたいと思いますし、それか
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ら、現段階、現状ではスポーツセンター

とか、府立施設の受付業務もやって、今

の指定管理者の施設管理公社にやってい

ただいているかと思いますが、スポーツ

センターが廃止されて、新たな施設とし

てこれから切りかえられていく途上であ

りますけども、新年度から摂津市シルバー

人材センターのほうで引き続き、こういっ

た業務も任せていくのかについてもお聞

かせいただきたいというふうに思います。

　それから、温水プールについては、こ

ちら、２団体でありますけども、評点の

合計が６割を切っているんです。６人の

参加者、１人持ち点１００点、１位だっ

た摂津市水泳連盟が３５０点ということ

です。満点からいうと６割に到達してい

ないということなんです。図書館のモニ

タリングであるとか、評価でいきますと、

６割未満というのは努力を求める。４割

未満になると改善を求めるということで、

６割以上になって初めて合格という基準

になっていますので、単純にそれがシフ

トしているかどうかわかりませんが、６

割に到達してしない、２団体とも、とい

うところに対して、いや、適切だと判断

されたことはどうなのか、ちょっとお聞

かせいただきたいというふうに思います。

　それと、個別の項目の中には、地域の

利用者サービス、地域貢献、それから、

利用者への情報発信、利用者や地域住民

等への対応と対策、これは苦情対応とか

です。それから、地域の利用者の方の要

望を反映する工夫、それから、サービス

の向上という項目がございますが、この

点は、選ばれた摂津市水泳連盟よりもも

う１団体のほうが高くなっているという

点、それから、管理運営計画の効率性に

おいても、９０点満点で摂津市水泳連盟

は４０点ですので、５０点とれていない

ですね、５割とれていないんです。もう

１団体は、非常に６割に到達していると

いうことでありますが、この点について

はどうですか。大事な分野だと思います

けども、少なくとも他者と比べての相対

的な点数とはいえ、満点が決まっている

ときに６割に満たない、もしくは、５割

に満たないような項目があるということ

については、それでも適切だと判断され

たことについてはちょっとどんなふうに

考えておられるのか、ちょっと聞かせて

いただきます。

　それから、第１児童センターについて

ですが、欠格要件について、それに当た

る外部委員の方は、この選定については

参加されていない、プレゼンテーション

にも参加されていないというようなこと

でありますので、結局、５人の中でやっ

ていくという。５人の選定委員として、

選定委員がいらっしゃる中で４人が参加

されたというふうに考えるべきなのかな

というふうに思うわけですけども、その

点についてはちょっとわかりました。

　それで、この中にあります、ちょっと

具体的なことを聞きたいんですけども、

子どもたちの施設ということであります

から、職員の資格であるとか、体制であ

るとか、また、研修とか安全対策などが

非常に重要になってくるかと思いますが、

そういったことを判断する管理運営体制

においては、これは４４点になっており

ます。８０点満点の４４点ですね。これ

は各項目、職員の配置や館長等の役割、

職員の研修体制、関係機関とのネットワー

クの構築、施設の維持管理体制、危機管

理体制、個人情報保護、情報公開、自己

評価、利用者意見集約反映という小項目

がありまして、恐らく、それぞれに配点

されているかと思いますが、この点につ

いてはどうですか。適切と考えられ、判

断に当たった点はどうなのか。もしくは、
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全体評価でありますから、ここの点につ

いては足りない部分があるとしても、水

準は達していると。水準は達していて、

しかも、改善の余地がある、もしくは、

それが期待できるというようなことがあ

るのかどうか、その点をちょっと聞かせ

ていただきたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　多岐にわたります

けれども、答弁を随時、お願いしたいと

思います。

　日垣文化スポーツ課長。

○日垣文化スポーツ課長　まず、１点目

の体育施設にかかわります危機管理体制

でございますけども、指定管理者、申請

書の中のほうで提出いただいておりまし

て、こちらで実施していただけるものと

考えております。

　続きまして、温水プールの６割に満た

ない点数があるということでございます

けども、各項目ごとに審査いたしまして、

総合的に適正と判断いたしております。

　あと、もう一点でございますけども、

効率性のところで、点のほうがかなり低

いということでございますが、確かに、

こちら、安藤委員がおっしゃいますよう

に、点のほうはもう１者に比べて低いも

のでございますが、この点に関しまして

は、やはり民間の計画の中でこういうも

のが提出されたものだと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　小林こども教育課

長。

○小林こども教育課長　まず初めに、第

１児童センターの外部委員モニタリング

の件でございますけれども、児童センター

につきましては、第１児童センター運営

委員会を組織し、地域の自治会長であっ

たり、子ども・子育てに関する関係機関

の方にご参加いただいている委員会がご

ざいます。そちらのほうを継続して実施

していただきたいと考えております。

　また、モニタリング評価につきまして

は、現在も行っておりますけれども、施

設職員のマナーとか資質の向上、設備の

保守点検、清掃、衛生管理、サービスの

実施、事故防止対策のときの対応体制、

災害発生時の対応体制、こういったもの

につきまして、ヒアリングを実施し、そ

れぞれ自己評価とあわせて担当課評価も

しているところでございます。今後につ

きましても、こういった形で、第１児童

センターの評価については続けていきた

いと考えております。

　それと、第１児童センターの評価点の

うち、８０点中４４点といったところの

職員の資格であったり、子どもたちの施

設を運営していくに当たっての、本当に

水準が保たれているのかといったところ

でございますけれども、職員につきまし

ては、現在、５名の職員がおりますけれ

ども、その中では、それぞれ保育士資格

を持ったり、幼稚園教諭免許を持ったり、

小学校教諭免許を持った職員が配置され

ております。子どもの目線で考えられる

資格を持った職員が配置されております

ので、来年度以降もそういった方を中心

とした配置をされるものと考えておりま

す。

　研修におきましても、第１児童センター

の特徴であります、子ども・子育てに関

する研修はもちろん、社会福祉事業団全

体での人権研修であったり、労務管理の

研修であったり、さまざまな研修につい

ても、事業団の一員として参画をしてお

りますので、今後も積極的に参加すると

いったことでございました。

　安全対策につきましても、防災訓練、

避難訓練、消防計画、防災計画、といっ

た計画を定める、また、自主的に訓練も

行うといったことも今もやっておられま

すので、申請書の中ではそういったこと
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もきっちりうたっていただいております。

　点数的には８０分の４４という点でご

ざいますけれども、今の研修、また、安

全対策に満足することなく、さらに向上

に努めるといったこともおっしゃってお

りましたので、期待したいと思っており

ます。

○嶋野浩一朗委員長　暫時休憩いたしま

す。

（午前１１時４分　休憩）

（午前１１時５分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　それでは、再開い

たします。

　宮部生涯学習部長。

○宮部生涯学習部長　体育施設と温水プー

ルの指定管理の件でございますけれども、

まず、私ども、今回、指定管理をするに

当たりまして、全て公募ということにい

たしました。それは、指定管理者導入の

第２次指針に基づきまして、公募という

ことでさせていただきました。そして、

選定委員会という正当な手続のもとに、

候補者を選定させていただいたというこ

とで、公正、透明性、客観性というのは、

この一連の手続の中で図られているもの

というふうに考えております。

　そこで、選定委員会なんですけれど、

私も行政の一人として選定委員会に入ら

せていただいておりまして、２つの案件

につきまして、適か不適か判断させてい

ただいております。

　選定委員会におきましては、主に業者

のプレゼンの内容をもとに審査させてい

ただいております。体育施設におきまし

ては９月２０日、それから、温水プール

につきましては１０月４日、プレゼンテー

ションを開催させていただきました。

　体育施設につきましては、公務のため

に委員長が不在でございました。それか

ら、温水プールにつきましては６名の委

員全員出席ということで。

　評定につきましては、そのプレゼンテー

ションの終わりました後に評定をさせて

いただいております。その評定に基づき

まして、後日、審査委員会として決定い

ただいております。

　体育施設につきましては５名の委員と

いうことでございまして、その中で１項

目ずつ、課長が申し上げましたように、

プレゼンテーションをお聞きし、質問し、

お答えをいただき、その内容に基づきま

して適か不適か、１項目ずつ委員の意見

をもとに決定いたして、結果として、総

合的に適切であるということで、摂津市

シルバー人材センターを候補者といたし

ております。

　その中で、委員長が不在でございまし

たから、結果的に、それぞれの委員に適

か不適かということで、その出席の委員

につきましては全員、適ということでご

意見をいただきました。後ほど、その不

在の委員長につきましては、我々の意見

をもとに委員長も判断されまして、選定

委員会の合意として摂津市シルバー人材

センターが適切であるという結果が出ま

して、私どものほうに後日、通知が参っ

ております。そういった手続を踏んでい

ます。

　温水プールにつきましては、その時点

で６名の評点が出ておりますので、温水

プールとしては、他者よりも得点が高かっ

たということで、その場で一応、候補者

ということにはなっております。

　それから、体育館は避難所となってお

りますので、危機管理の問題でございま

すけれども、摂津市シルバー人材センター

につきましては、その中で、現行の指定

管理者の再委託先として、摂津市シルバー

人材センターの方が実際には管理いただ

いております。管理面につきましては、
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私ども現状も適切にやっていただいてお

りますので、管理はできるだろうという

ふうに考えております。

　運用につきましては、今まで、そういっ

た形で摂津市シルバー人材センターがか

かわったことはございませんので、私も

非常にその部分につきましては、少し心

配いたしておりまして、私もそのプレゼ

ンテーションの中で運用体制についてご

質問させていただいております。摂津市

シルバー人材センターにつきましてはや

はり新しい分野を開拓するということで、

今回、申し込みされまして、運用体制に

つきましては、現状の運用体制ではなく

て、専門というか専属のそういう職員を、

正の職員を置かれて、そういった連絡体

制、あるいは、危機管理体制を構築して

いくということでご回答いただいており

ます。

　避難所につきましては、従来どおり、

管理人もおりますし、それから、いざ、

避難所を開設となりましたら、私ども生

涯学習部の職員が避難所班としてそちら

のほうに参りますので、その指定管理者

と連携して、少なくとも現行どおりの体

制はひけるものというふうに考えており

ます。

　それから、温水プールの件でございま

すけれども、総合点として、摂津市水泳

連盟と他者の得点差が１０点であった。

その中で、項目の中で、摂津市水泳連盟

が多いものもあれば、他団体が得点が高

いものもあります。それで、大きく見さ

せていただきますと、この選定の結果報

告でございますけれども、指定管理者の

適正についてということで、摂津市水泳

連盟とＡ団体の中で差がございます。そ

れから、これは摂津市水泳連盟がたくさ

ん、得点が高い。それから、管理運営計

画の効率性についてということで、他の

団体が高い得点となっております。

　それで、今回の選定の基準に当たりま

して、審査するわけでございますけれど

も、現状の指定管理の状態よりも何か新

しい提案がある分については加点になる

というふうな審査基準になっております。

それで、現状に近い形、あるいは、少し

程度の提案であれば、なかなか加点がさ

れにくいというような基準になっており

ました。図書館は個別に評価基準を定め

ておりましたので、図書館の６０点とこ

れとはまた別であるというふうに考えて

おります。

　実際に、全体的に今回の指定管理につ

きましては、加点要素があると非常に得

点が高くなるという状況がございまして、

温水プールにつきましては、特に、管理

運営の効率ということがございますけれ

ども、実際に利用料金制を導入いたしま

したので、どれだけの経費効率を提案さ

れるかという点がございました。

　実際に、他者の提案がございましたの

が、温水プールの２階の事務室を利用い

たしまして、そこで、例えば、書道教室

であるとか、体操教室であるとか、その

ような教室を開催して、利用料金を上げ

るというようなことで、そこで利用料金

の差が出てまいりました。大きくはその

点でございまして、摂津市水泳連盟につ

きましては、提案されておりましたのが、

健康増進であるとか、医療機関との連携

でありますとか、直接には経費効率に関

係しない部分の安全面を強調されました

関係から、計画の効率性については４０

点と６２点ということで、非常に差が開

いた結果になっております。

　それから、指定管理の適正という部分

につきましては、摂津市水泳連盟は平成

２年でしたでしょうか、温水プールを管

理されるときに摂津市水泳連盟として発
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足されまして、現在まで委託、そして、

指定管理ということで業務をいただいて

おります。

　他の団体につきましては、経営状況か

らみて事業の継続性に不安があるという

ことで、その得点につきましては少ない

得点になりました。総合点でまいります

と、結果として３５０点と３４０点の１

０点の差ということになりました。

　選定委員会にはいろいろな委員がいらっ

しゃいますからいろいろなご意見があり

ます。私ども運営する部門の委員といた

しましては何を重視したかといいますと、

前回の文教常任委員会でもご説明させて

いただいておりますけれども、命にかか

わるような、スポーツ施設でございます

ので、安全・安心面を重視させていただ

いたというようなところがございます。

　それで、摂津市水泳連盟につきまして

は、プレゼンテーションの折には申して

はおられませんけれども、日本体育協会

でございますとか、あるいは、日本水泳

連盟でございますとか、そういったとこ

ろから、全国で１２３団体が水泳教師在

籍施設ということで公認されておられま

す。この資格は水泳の指導に当たる資格

でございまして、質の高い実技指導や、

会員が満足できるような個々の人の年齢

や性別、レベルやニーズに合わせたサー

ビスを提供してくれるということで証明

をいただいております。これは、全国で

１２３、それから、大阪府下では３施設

しかございません。

　そういった中で、こういった温水プー

ルの運営は、適切な指導をいただくとい

う施設でございますので、私ども、そう

いう面も含めまして、摂津市水泳連盟と

いうことで、選定委員会で決定いただき

まして、私どもが今回、議案として上程

させていただいたということでございま

す。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　宮部生涯学習部長からも

ご説明いただいたんですけども、評価の

点数についての考え方をちょっとご説明

いただいて、新たな提案があれば加点し

ていくということでありますから、現状

に近い点数はちょっと真ん中ぐらいに、

その点数のつけ方、どんなものが出てく

るかわからないから、こういったところ

の点数になってきているというようなご

説明ですから、その点については理解は

できました。

　ただ、ほかの施設と比べても非常に低

目の点数でありますので、ちょっと気に

なって質問させていただきました。

　今回、料金だけではないということで、

プロポーザル方式でのこういう評価にな

りますし、プロポーザル方式ということ

になると、客観的に判断をする材料とい

う点でこういった評点になってきますの

で、どうしても点数に着目しがちになり

ます。しかし、評点だけに着目して選ば

れても、点数が低ければ、これはどうな

んだと、市民的には非常に不安になって

きますので、客観的にもきちんと説明、

今、摂津市水泳連盟についてお話があり

ましたけども、こういう点で評価ができ

ているんだということをきちんと示して

いただく必要があったんではなかったか

なというふうにちょっと改めて感じてい

るところです。

　この温水プールにつきましては、先の

文教常任委員会、６月の議会で指定管理

者の条例で、利用料金制度が導入された

ということで、私はそのとき反対をしま

した。市の施設において、水泳を通して

の体力増進の方針について、指定管理者

に実質、丸投げになっていくんではない

かというような危惧を申し上げたと思い
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ます。

　今回、利用料金制度となっての応募で

ありますが、なかなか点数が伸びていな

いということが非常に気になっています

し、市として新たなこういった低い評点

しか出ないけども、適切だということで

判断したうえで、摂津市がどうこの温水

プールを活用していくかという、そうい

う方針というのをやはりきちんと持たな

いと、指定管理者任せであってはいけな

いというふうに思うわけですが、その点

についてはちょっとどうなのかお聞かせ

ください。

　それから、体育施設についてでありま

すが、項目に沿ってやられたということ

であります。気になるのは、今までも各

施設の窓口は摂津市シルバー人材センター

の方が派遣されて実務に当たっておられ

たかと思いますが、あくまで指定管理者

は摂津市施設管理公社。摂津市施設管理

公社からの指示、指導のもとに摂津市シ

ルバー人材センターから派遣された方々

に仕事をしていただいたものが、今度は、

施設の管理運営について、摂津市シルバー

人材センターが見るということになるわ

けです。そうすると、指示、指導につい

ても摂津市シルバー人材センターが働く

方々にどのように指導していくのかとい

うのが問われてくると思いますし、そこ

に働く人と雇用している人との関係で言

うと、労働法制がきちんと遵守されてい

るのか、労働条件が困難になっていない

のか、または、非常に短期的にいつでも

すげかえられてしまうということで、働

く人の身分保証というのもやはり問われ

てくるんではないかなというふうに思う

んです。

　そう考えますと、一般の民間企業であっ

たり、社会福祉法人などの外郭団体でい

きますと、直接雇用の方を使ってくださ

いという条件が書かれておりますよね。

今回の第１児童センターでもそうですし、

温水プールのほうでもそうですね。直接

雇用をしてくださいよということが条件

にありますが、摂津市シルバー人材セン

ターというのは、組織の形態が登録され

ている会員に仕事をあっせんするという

ことですから、そこには雇用関係という

のはちょっとないわけですよね。雇用関

係がないけども、摂津市シルバー人材セ

ンターが指定管理者として、摂津市シル

バー人材センターの会員を派遣するのか、

もしくは、雇用して、身分保証をして、

職場で働いてもらうのか、その点はどう

いうふうになるんでしょうか。

　それから、同時に災害時について、避

難所をあけるとか、いろいろな緊急に対

応しなければならない際、摂津市シルバー

人材センターの、もちろん適任者を派遣

していただいているかと思いますが、高

齢の方々が中心になってくると思います。

非常にフレキシブルで、そして、危険を

伴うような業務が発生するかもしれませ

んが、そういったときに、フォロー体制

などがとられるのか、素早く対応がとれ

るのかどうか。これは、摂津市シルバー

人材センターに限らず、民間会社であっ

たり、指定管理者ですから、市の職員で

はありませんので、緊急に対応したり、

災害が起きても、まず、それが業務とし

て、真っ先にそこに駆けつけるという点

において、そういったことはどうなのか、

可能なのか、可能だと考えておられるの

か。そこのところについてはちょっとお

聞きしたいと思うんです。

　第１児童センターについてもいろいろ

な項目があります。一つだけちょっと具

体的に聞きたいのは、安威川以南につい

て、第１児童センターの機能をどうする

のかという項目がありました。何か新し

－18－



い提案があったのか、ちょっと聞かせて

いただきたいというふうに思います。

　ちょっとあちこちいって、大変申しわ

けありませんが、その点についてお聞か

せいただきたいと思います。

　それと、指定管理者選定委員会のあり

方について、あり方といいますか、選定

にかかり、私、一番気になっている、こ

だわっている点が指定管理者選定委員会

についてです。

　今回の３施設といいますか、３つの案

件は、いずれも温水プールについても、

第１児童センターについても、従来から、

指定管理者として、または、指定管理者

制度導入前から業務を委託していた団体

でありますし、決して不都合があるとい

うふうには思っていませんし、第１児童

センターでは非常に地域の方々からも喜

ばれている運用をされているというふう

に思うわけでうけども、しかし、指定管

理者制度をスタートさせて、公募して選

定するという点においては、そういった

団体も含めて、きちんと選定をすると。

そうすると、その選定の過程を情報公開

等、説明責任で客観性と透明性を図って

いくということは非常に重要なスタート

地点で、評価をする委員、それから、委

員長が参加しないまま流れてきていると

いうことについては、非常に疑問に感じ

るわけです。非常に組織そのものが軽視

されているんではないか。この軽視され

ているとしたとすれば、今後の施設管理

運用上、セルフモニタリングに対する評

価であるとか、市としての評価であると

かという点にもかかわってくることでは

ないかなというふうに思うんです。その

点、改めて問題点、どうだったのか、ほ

んまにこれが適切な選定と言えるのか、

組織と言えるのか。非常に疑問です。ちょっ

とそのことについてももうちょっとお聞

かせいただけたらと思いますが。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁を

お願いいたします。

　小林こども教育課長からお願いできま

すか。第１児童センターの件。

○小林こども教育課長　安威川以南地域

での第１児童センターの取り組み方策に

ついての独自提案がございますかといっ

たことを設けておりました。その中では、

次に指定管理を継続して行っていただき

ます社会福祉事業団からは、現在、各小

学校にあります学童保育室にけん玉指導

に行っていただいておりますけれども、

それに加えて、児童センターが行ってお

ります講座であったり、イベント、職員

が持っているノウハウなんかを公民館と

タイアップした形で新鳥飼公民館、別府

公民館、鳥飼東公民館にも出向いていっ

て、取り組みを広げていきたいといった

ご提案がございました。

○嶋野浩一朗委員長　宮部生涯学習部長。

○宮部生涯学習部長　温水プールと体育

施設のご質問につきましてお答えさせて

いただきます。

　これから健康増進とよりよい温水プー

ルとしていく中でどうするのかというこ

とでございます。プレゼンテーションの

中でも、先ほど、審査基準で加点という

話をいたしましたけれども、実際に、利

用料金制を導入しまして、事業者の利益

になるようなご提案は具体的にはござい

ませんでした。我々といたしましては、

そういった経費の効率よりも、健康増進、

あるいは、安全・安心、そちらの面を強

調されたことにつきまして評価したもの

でございます。

　それから、今回、結果的に現の指定管

理者が来年４月からの指定管理者となり

ました。今回、指定するにつきまして、

利用料金制も含めまして、それは私ども
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専門ではございませんので、現の指定管

理者に今後、温水プールをよくしていく

ために、あるいは、健康増進、あるいは、

市民のサービスを向上していくためにど

うするべきかということで、常々、協議

も重ねさせていただいております。そう

いった中で、今回、公募、それから、事

業提案ということでいただきました。今

後につきましても、指定管理者と協議を

しながら、よりよい温水プールというこ

とで進めてまいりたいというふうに考え

ております。

　それから、摂津市シルバー人材センター

の件なんでございますけども、今回、初

めて指定管理されるわけではなくて、現

行でも指定管理をしておられます。実際

にしておられますのは駐車場の管理とい

いますか、そういったところの指定管理

をしておられます。そういった面から申

しますと、摂津市シルバー人材センター

が指定管理を受けることについては問題

はないというふうに考えております。

　それから、労働環境の件でございます

けれども、その件につきましては現行ど

おりの形で、摂津市シルバー人材センター

は高齢者の派遣をされる予定というふう

にお聞きしております。

　それから、労働条件等につきましては、

もちろん平成２５年度、公益財団法人と

いう、そういった資格といいますか、とっ

ておられますので、労働環境につきまし

ては、そういった団体でございますので

問題はないというふうに考えています。

法令遵守は必ずされるものというふうに

考えております。

　それから、危機対応のときに高齢者が

という話がございます。実際に現状につ

きましても、どなたが開け閉めしておら

れるかといいますと、摂津市シルバー人

材センターから派遣されました管理人が

しておられます。高齢と申しましても、

今、お元気な高齢者がたくさん就労され

ておられますので、その点につきまして

は、全く問題ないというふうに思います。

　それから、実際に現の指定管理者には

運営に当たっている、総体的な指示をし

ている職員がおります。その方の指示に

基づきまして、各施設に指示が参ってお

ります。実際に体育館につきましては、

その管理人以外に、３館に館長という方

がいらっしゃいます。それは、現行でい

きますと、施設管理公社の高齢職員が当

たっておられます。そのことにつきまし

ては、摂津市シルバー人材センターのご

提案におきましては、現行どおりの常駐

の方の館長を配置していただけるとのこ

とでございました。必ずやっていただけ

るものというふうに考えておりますので、

こういったあたりの緊急の連絡体制、こ

れも十分、配置していただけるものとい

うふうに考えております。

○嶋野浩一朗委員長　山本教育総務部長。

○山本教育総務部長　指定管理者選定委

員会のあり方というご質問でございます。

　総務常任委員会にかかわるところが大

半だと思いますけども、私で答えられる

範囲でお答えをさせていただけたらと思

います。

　指定管理者選定委員会のメンバーの皆

様は、その大半が指定管理者制度と外郭

団体のあり方検討委員会の段階から入っ

ていただいている方がほぼ選定委員になっ

ていただいているという認識をいたして

おります。

　公平、公正を担保するためにも、その

あり方検討委員会の提言の中で、安藤委

員のほうからお話もありましたように、

平成２２年１２月２８日の総務省自治行

政局長通知、そこのところは遵守してい

くようにというような指摘もあり方検討
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委員会としてはございました。その旨は、

ことし３月につくりました指針にも記載

をいたしているところでございます。

　その指定管理者制度の運用についての

総務省通知でございますけども、その中

に、指定管理者制度は公共サービスの水

準の確保、要請等々、最も適したサービ

スの提供者を選びなさいと。当然、議会

の議決を得て指定するものでありますの

で、単なる価格競争だけではだめですよ

と。労働法令についても遵守していきな

さいと。しかしながら、複数から事業提

案できるような制度を構築しなさいと。

このことは公募を意味しているのかなと

思います。こういうことを遵守する、こ

のことを強く理解しておられる選定委員

方々でございますので、この運用の通知

については認識していただいているとこ

ろであろうかと思います。

　また、選定委員会の要綱でございます

けども、選定に当たり、公正かつ適正に

行うというような文言も入っております。

委員長に事故あるときは、代理の者をた

て、過半数であれば会としては成立をし

ており、若干、委員長が欠席の場合があっ

たかに聞いておりますけれども、宮部生

涯学習部長からありましたように以後、

委員長を交えて、その採点内容を総合的

に総括して、最終、教育委員会のほうに

その中身、報告書を頂戴しているという

ようなことで、我々としては現選定委員

会において、公平、公正に当然ながら運

営をしていただいているものだというこ

とは考えております。

　総合的に判断しなさいという総務省通

知がございますので、単なる価格競争に

は終わらないようにというような通知も

ございます。私は、個別選定委員会には

入っておりませんけども、それぞれの選

定基準項目の中に管理運営計画の効率性

というところで、現候補者については若

干、数字が低いところがあると。ここに

ついてはやはり委託額、候補者が挙げて

おられる金額あたりを審査されて、付け

られた点数なのかなというふうに思いま

す。

　それと、単純な金額入札ということで

あれば、金額だけの入札に終わり、ある

一点の判断だけに特化した候補者が決定

されるのかなと思いますが、そこはそう

ではなく総合的に判断して、複数の候補

者、複数の提案者、応募者があった場合

は、相対的に評価をして、その総合点で

上位者を指定管理者の候補者として、今

回、あげたものであるというふうに考え

ておりますので、その通知に沿って、理

解されておられる方が選定委員でいらっ

しゃいますので、皆さん同じような基準

を持って審査をされておられますので、

公平、公正な選定委員会であるというふ

うには考えております。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　一つ、体育施設のことで

すね、摂津市シルバー人材センターの方

が高齢ですので大丈夫ですかと。大変、

今の高齢者の方には失礼な質問になった

のかなというふうには思いますが、ちょっ

と実際、事故があったとき、もしくは、

大きな災害のときに対応がとれるのだろ

うかと、ちょっと素朴な疑問から聞かせ

ていただいたのでお許しいただきたいと

いうふうに思いますが、現段階でも摂津

市シルバー人材センターが現場での実務

をやっておられるということからの判断

かと思います。

　雇用の関係ではなく、摂津市シルバー

人材センターとしての派遣ということで、

今までも既にやっておられるということ

でありますが、指定管理者に求められる

ものは、やはり労働条件の法制の遵守で
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あったり、それから、そこで働く人たち

の身分が不安定なものにならないように

ということも大きな検討の材料にもなっ

ているかと思いますが、そういった点に

ついても、所管の部として注視をしてい

ただきたいということは申し上げておき

たいと思います。

　それから、選定委員会について、山本

教育総務部長からもご説明をいただきま

した。ここで欠席した人が、委員長がか

なり欠席されていることについては非常

に疑問もありますし、しかし、ここで聞

いて、部長方が答えられるかどうかとい

う点もあるかと思いますが、私は、その

評点の中身云々よりも、市として、公募

による指定管理者を進めていくという点

において、市民的に対して、説明責任と

情報公開、客観性、透明性、きちんと図っ

た上でこのように決めましたよ、とはっ

きりと示せるような選定委員会でなけれ

ばならないというふうに思うんです。委

員長不在の選定委員会が幾つもあると。

しかも２００８年の総務省の通知の中に

は、選定において、もしか適切な評価の

ために、当該施設の対応に応じて、公共

サービスについて専門的知見を有する外

部有識者等の視点も導入することも検討

すべきだというふうに書かれていますが、

専門的な知見という、当該施設の公共サー

ビスにかかわって専門的な知見を有する

外部の方、内部の方ではなく、外部の方

の入れるべきではないかというようなこ

とも指摘されているわけで、選定委員会

のメンバーは、もちろん、識者として２

名の方、外部の方がいらっしゃいますが、

そのうちのお一人の方は候補の中の監事

をやっておられる方だったりする場合も

ありますし、主に内部の方々が中心の選

定委員会になっている点でいっても、非

常に市民から見て、本当に適正、透明性、

公平性が図られているのかという点につ

いて、疑問の声が上がったときにきちん

と説明ができるのかどうかという点では、

その点、非常に疑問に思います。その上

での委員長欠席の上での委員会が実施さ

れて選定作業が行われて今に至っている

ということについては、このことについ

てはこの間の本会議以後、私としては判

明してきたことであります。個々の中身

について聞きましたけども、なかなか判

断は、この文教常任委員会だけでなく、

指定管理者の選定において、各所管にま

たがって今、審査が行われている状況で

ありますので、そういったそれぞれの委

員会での状況も私としてはきちんと把握

した上で、最終的な判断をしていきたい

というふうに思っております。今の状況

でなかなか判断をしかねるような状況だ

ということは申し上げておきたいという

ふうに思います。

　それはそれとして、評価という点で、

今後、セルフモニタリング、それから、

第三者機関のモニタリングや利用者のア

ンケート、そして、市としての評価、そ

れから、公表という点については、この

３つの案件全て、図書館と同様に、もし

くはそれに順ずる形でやっていくという

ことで、間違いないということでよろし

いんでしょうか。それだけ確認はさせて

いただきたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　宮部生涯学習部長。

○宮部生涯学習部長　現行、公表いたし

ました評価モニタリングにつきまして、

図書館がそういう形で公表させていただ

いております。今回、公募の案件もござ

いましたし、随契の案件もございます。

実際に現行のところ、どういった形でこ

れらの施設を評価、モニタリングしてい

くかということにつきましては、具体的

にはまだ決まってはおりませんが、今後、
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そういう方向で進められるものというふ

うに考えております。

○嶋野浩一朗委員長　よろしいですか。

　ほかにございますでしょうか。

　南野委員。

○南野直司委員　それでは、お聞かせい

ただきたいと思います。

　今回の議案につきましては、議案第６

６号で青少年運動広場、そして、鳥飼体

育館、正雀体育館、味生体育館、柳田テ

ニスコート、くすの木公園テニスコート、

スポーツ広場の７施設、そして、議案第

６７号、温水プール、議案第６８号で第

１児童センターということで、平成３１

年３月３１日までの指定管理者指定の件

ということでございます。

　選定につきましては、さまざまな議論

がありましたので、私自身が本当に思い

ますのは、市民サービスの向上があって

こそ、行財政改革が、指定管理制度の分

が生きてくるのかなというふうには本当

に強く思っております。市民サービスの

向上を一生懸命、各施設とも取り組んで

いただいておりますけども、市民の方か

ら低下しているということで声があるよ

うでは、この指定管理者制度はあかんの

かなと、行財政改革は崩れていくのかな

というふうには思っております。

　そこで、ちょっとこの際、お聞かせい

ただきたいんですけど、今回はこの９施

設、文教常任委員会にまつわる施設です

けれども、どのように市民の方の声を聞

いて、そして、その業務に、主に管理に

なってくると思うんですけども、業務に

反映されてこられたか、その予約体制等々

も含めて、取り組みと、今後の課題とい

うことで、ちょっとお聞かせいただきた

いなと思います。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁を

お願いしたいと思います。

　小林こども教育課長。

○小林こども教育課長　私のほうから第

１児童センターの市民サービスといいま

すか、市民の声を聞いてきたかという件

でございますけれども、第１児童センター

では子どもが単独で来られる場合もござ

います。また、小さなお子さんが保護者

の方と来られる場合もございます。先ほ

ど申しましたように、保育士、幼稚園教

諭、小学校教諭といった資格を持った職

員が勤務しておりますけれども、やはり

その年齢の子どもたち、また、保護者と

いった直接利用されている方の声を聞く

ということは大事なことでございます。

そういった中では、アンケートをとった

り、直接、子どもたちに声をかける、保

護者の方に声をかけて、ちょっと違う場

所でご相談に乗る、といったことを行わ

れています。

　それと、子どもたちが中心の施設でご

ざいますので、子どもスタッフ会議とい

う場を設けて、施設の運営についても子

どもたちの声を聞いて、どうしていった

らいいんだ、どういうクラブ活動を望ん

でいるのか、どういうイベントがいいの

か、といった声も聞いてこられたところ

でございます。

　そういったところではいろいろ業務に

反映はしてこられております。館内の飾

りつけであったり、ＰＲ方法、イベント

等に工夫をされてきております。今後、

今の弱い点で、ホームページの作成であっ

たり、おたよりレターの内容、特にホー

ムページ等、情報機器を活用した情報発

信として、携帯電話であったり、パソコ

ンへの発信、こういったものが弱いと事

業団自身も認識されております。今の課

題として踏まえておられますので、そう

いったところの充実、改善を私どもも期

待しておるところでございます。
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○嶋野浩一朗委員長　日垣文化スポーツ

課長、いけますか。

　日垣文化スポーツ課長。

○日垣文化スポーツ課長　体育施設と温

水プールの件でございますけども、実際、

施設のほうからいろんなお声をお聞きい

たしております。その分につきまして、

その都度対応してまいっておりますけど

も、これからも施設のほうと連絡を密に

とりながら、業務のほうに反映させてい

ただきたいと考えております。

　あと、もう一点でございますが、今後、

この課題でございますが、ご意見を頂戴

いたしておりますけども、こちらからも

一応、ご意見を頂戴するような取り組み

のほうも考えていきたいと考えておりま

す。

○嶋野浩一朗委員長　南野委員。

○南野直司委員　ご答弁いただきまして、

児童センター、しっかり、課題も情報発

信がもう一つということで、小林こども

教育課長が掌握されておりますので、しっ

かりと今後につきましても市民サービス

の向上を図っていただきますよう、よろ

しくお願いします。

　体育施設に関しまして、僕はほんまに

やっぱり一番、大事なのかなというふう

に。今回のテニスコートの条例ですか、

１時間早まりました、そういった利用者

の方の声なのかなと思うんです。違って

いたらあれですけども。条例改正も必要

ですし、料金とか、それを変更される場

合。やっぱり施設を管理される方と、そ

れから、市のほうと、担当課と、そして、

利用者の方と３つに、どうやったらうま

いことみんなが楽しく利用できるかとい

うことは常に考えながら運営していかな

いとあかんのかなというふうに思います。

私も議員になる前は自動車の整備士をさ

せていただきまして、自動車会社に勤め

ておったんですけども、しょっちゅう、

業務改善ということに取り組ませていた

だきまして、お客さんの声をどうやって

仕事に反映していくのかというふうに検

討したのを思い出します。しっかりと定

期的にスケジュールをやっぱりきっちり

組んでいただいて、そういう協議の場を

今も設けていただいていると思いますけ

ども、どんな声があるのか、どうやって

反映していくのか、それを常に検討して

いくのが本当に今後、大事になってくる

かなと思いますので、どうかよろしくお

願いいたします。要望としておきます。

○嶋野浩一朗委員長　東委員。

○東久美子委員　市民サービスの観点で

お尋ねします。

　選定された業者だけの力で解決できな

い問題もあるかなと思うので、それにか

かわってなんですけれども、味生体育館

の駐車場なんですが、通行にかかわって、

近隣の住民の方と少し課題があるように

聞いているんです。その辺を一つの団体、

管理団体だけで対応できることなのか、

また、市のほうでどのようにそのあたり

の課題について取り組まれるのか、お聞

かせください。

○嶋野浩一朗委員長　日垣文化スポーツ

課長。

○日垣文化スポーツ課長　味生体育館の

ほうからいろいろ問題は実際にお聞きい

たしております。何ぼかいただいており

まして、その都度対応させていただきま

して、現在では問題なく使用いただいて

いることと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　よろしいですか。

　東委員。

○東久美子委員　そうしたら、今、お聞

きしましたので、指定された業者任せに

できない部分もあるかと思いますので、

そのあたり、市民にとって使いやすい施
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設になるように、今後もよろしくお願い

いたします。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　済みません、間もな

くお昼もきますのであれですけど、先ほ

ど、安藤委員がおっしゃったように、今

回、公募ということで、公平性、それか

ら、透明性を担保していくということで

今回、公募されたわけでございます。質

問内容は先ほど安藤委員のほうがたくさ

んおっしゃいましたので、これについて

は私も控えさせてもらいますけれども、

南野委員がサービスの向上ということで、

指定管理はやはりサービスの向上をする

ことを目的に指定管理をされているとい

うこともやはり一番大事なことなのかな

というふうに思います。

　それで、今、ご質問があった中で、２

つだけ質問させていただきたいと思いま

す。

　まず、１つはこの指定管理者の選定に

ついての報告書、これはきょう、配られ

ました。しかし、これは平成２５年１０

月に報告書がまとめ上がっているのかな

というふうに思いますので、やはりもう

少し早く私たち議員にもいただきたいな

ということがまず１つ。

　それから、この中に、総務常任委員会

の関係だと思うんですけど、選定審査の

募集要項の配布期間から受付期間、これ

はもちろん総務常任委員会の管轄だとい

うことは重々よくわかっておりますけれ

ども、この中で、指定管理の日程、これ

を見ておりますと、質問の受付期間が余

りにもばらばらだというふうに感じます。

まず、質問の受付期間が２日のところも

あれば、３日のところもあり、１４日の

ところもあると。それから、申請書の受

付期間が２０日のところもあれば、たっ

た８日のところ、それから、６日、これ

は教育委員会の管轄としたら、非常に教

育委員会の管轄は短い期間の受付期間で、

質問の受付期間が短く、申請書の受付期

間も短い。特に、教育委員会の管轄は少

なくなっております。これは市民の側か

ら、また、業者の感覚からすると、やは

り入り口が非常に狭いんじゃないかとい

うふうに捉えられがちだというふうに思

うんです。これをやはり疑問に思うこと

は、私は、教育委員会として必要ではな

いかなと。特に、指定管理、温水プール

だけでも年間で８，０００万円、それか

ら、体育施設４，０００万円、５，００

０万円、こういったお金が年間に動くわ

けでございますので、ある意味、説明会

の開催から申請の受付期間、少しやはり

余裕を持って、私は指定管理の受け付け

をするべきだなというふうに、教育委員

会自体も疑問に思っていただきたいなと

いうふうに思います。

　でないとやはり、こういう言い方はど

うかと思うんですが、やはりできレース

じゃないかというふうに思われがちになっ

てくるというふうに思います。

　新たにこれから頑張って、私たちも指

定管理を受けたいと思っている業者、こ

ういったところが、やはり自分たちには

経験がない。以前にやっていた指定管理

のところのほうがノウハウもあるわけで

すから、もちろんそのやり方もわかって

いるわけです。ですから、シャットアウ

トされているんじゃないかというふうに

捉えられがちになってくるんじゃないか

なと思いますので、そういった総務常任

委員会の内容だと思いますので、ぜひと

も教育委員会のほうからも、自分たちの

管轄をしている指定管理に関しましては、

しっかりと選定業者を公平、透明性を確

保するためにも言っていただきたいなと

いうふうに思います。これは要望とさせ
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ていただきます。

○嶋野浩一朗委員長　わかりました。

　ほかにございませんか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩いたします。

（午前１１時５６分　休憩）

（午前１１時５７分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　続いて、議案第８７号の審査を行いま

す。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　安藤委員。

○安藤薫委員　ちょっと確認させていた

だきます。

　今回、テニスコートが開始時間が１時

間早まると。今までも夏場においては８

時からあけていたものを、冬場において

も、１年を通して１時間早めてスタート

させるということで、利用者にとってみ

ると、これはありがたいことだというふ

うに思います。そういう点で、指定管理

者の応募の段階から既に、８時からやる

んだということでの応募要項にもなって

おりましたから、早くからそういった方

針を持っておられたかと思います。先ほ

ど、南野委員からもお話がありましたが、

これは市民の要望が多くあったからこう

いったように対応していくということを

内部で検討して、指定管理者に応募のと

きにこのような条件をつけてやられたと

いうことでよろしいんでしょうか。それ

とも、内部的に市民の要望というのは内

部で検討して出されたということなのか。

その経過だけちょっと教えていただきた

い。

○嶋野浩一朗委員長　飯野文化スポーツ

課長代理。

○飯野文化スポーツ課長代理　安藤委員

の質問にお答えいたします。

　くすの木公園テニスコートの開場時間

の変更につきましては、そういった利用

団体からの要望があり、こちらといたし

まして検討した結果、特段、問題もござ

いませんし、市民サービスの向上につな

がることですので、今回、上程させてい

ただいたということでございます。

　以上です。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　体育施設等は多くの市民

の方々が利用されていますし、いろいろ

な要望があると思います。温水プールし

かり、体育館しかり、それから、スポー

ツセンターから多目的施設として変わっ

ていくような施設もありますが、利用者

の要望を聞く窓口をきっちりと、指定管

理者であったとしても持っていただいて、

そのサービスの向上に向けて、指定管理

者からの提案、同時に市としてもその声

に耳を傾けて、市としても主体的にサー

ビス向上に向けた指定管理者との働きか

けをやっていただきたいと要望しておき

たいというふうに思います。

　テニスコートにかかわっては、今年度

はテニスのコート面などの大規模改修等

も予定されているということで、たくさ

んの利用者の方がいらっしゃいますから、

工事の間は利用できなくなると思います。

同時にやられるということではないとい

うふうには聞いておりますが、その点に

ついても利用者の方々の声も聞いていた

だいて、速やかに、そして、安全に改修

のほうもしていただくこともあわせて要

望しておきたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　ほか、ございます

か。よろしいですか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩いたします。

（午後０時　　　休憩）

（午後０時２分　再開）
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○嶋野浩一朗委員長　それでは、再開い

たします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野浩一朗委員長　討論なしと認め、

採決いたします。

　議案第６０号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　全員賛成、よって

本件は可決すべきものと決定いたしまし

た。

　議案第６６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　出席委員による全

員賛成、よって本件は可決すべきものと

決定いたしました。

　議案第６７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　出席委員による全

員賛成、よって本件は可決すべきものと

決定いたしました。

　議案第６８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　出席委員による全

員賛成、よって本件は可決すべきものと

決定いたしました。

　議案第８７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　全員賛成、よって

本件は可決すべきものと決定いたしまし

た。

　これで本委員会を閉会いたします。お

疲れさまでした。

（午後０時３分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　文教常任委員長嶋　野　浩一朗

　文教常任委員大　澤　千恵子
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